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介護予防支援事業及び第１号介護予防支援事業委託先事業所の選定（追加）をする場合の

事務手続き（案）について 

 

１.これまでの手続きの流れ 

介護予防支援事業及び第 1 号介護予防支援事業の一部について委託する場合、安曇野市指定介護予

防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例第 14 条第１項第１号に規定する「委託に当たっては、中立性及び公正

性の確保を図るため安曇野市介護保険条例（平成 17 年安曇野市条例第 138 号）第 13 条の２に規定す

る安曇野市介護保険等運営協議会の議を経なければならないこと」に基づき、受託を希望する指定居

宅介護支援事業所からの要望があった場合、介護保険等運営協議会において承認をお願いしてきまし

た。 

  

２.新規に居宅介護支援及び介護予防支援の指定を受けた場合の介護予防ケアマネジメントについて 

令和６年４月１日より市から介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所は地域包括支援セン

ターから委託を受けずに、利用者と直接契約してケアプランを作成できるようになりました。一方、

第１号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント）は地域包括支援センターからの委託が引き続

き必要となっていることから、この両事業を短期間で行き来する利用者の事務手続きを円滑にする必

要があります。このことから今後は新規に介護予防支援の指定を受けた場合、以下のルール（案）に

より介護保険等運営協議会の承認を待たずにみなしで包括から委託をし、介護予防ケアマネジメント

のケアプラン作成を可能とする運用に変更したいがどうでしょうか。 

なお、その場合は直近の介護保険等運営協議会おいて報告します。 

 

地域包括支援センターが指定介護予防支援事業所へみなしで介護予防ケアマネジメントの委託を可能

とするルール（案） 

 内    容 

① 
指定介護予防支援事業所が介護予防支援・介護予防ケアマネジメント新規事業所研修等を受

講済であること、又は直近の同研修を受けること 

② 
中立性、公正性を担保するため、必要に応じ市の指導及び担当地域包括支援センターからの助

言に従うこと 

③ 
適正なケアマネジメント業務が行われるよう、担当地域包括支援センターや各事業者との連

携を密にすること 
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令和７年度介護予防支援事業及び第１号介護予防支援事業委託先事業所の選定（追加）

（案）について 

 

 

「安曇野市介護保険条例」第 14 条第２号の規定に基づき、令和７年 12 月１日付下記

の指定居宅介護支援事業所の選定について意見を求めます。 

 

記 

 

No. 業務委託 
指定居宅介護支援事業所名 

（運営法人） 
内   容 

１ 

指定介護

予防支援

事業及び

第１号介

護予防支

援事業委

託先事業 

あがたケアサポート 

（合同会社三沢介護院） 

所在地：松本市 

事業所開設日：令和７年９月 15 日 

内容：事業者が業務の受託を希望してお

り、指定介護予防支援の業務に関する知

識及び能力を有する介護支援専門員が

従事するため、委託先として妥当であ

る。 
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指定居宅介護支
援事業所（運営
法人）

管理者の氏名
（職名）

運営方針 サービスの特色 人員等 運営規程

あがたケアサ
ポート
（合同会社三沢
介護院）

佐々木　美紀
（主任介護支
援専門員）

1　指定居宅介護支援事業は、利用者
が要介護及び要支援状態となった場合
においても、利用者が可能な限りその
居宅において、その有する能力に応じ
自立した日常生活を営むことができる
ように配慮して行うものとする。

２　指定居宅介護支援事業は、利用者
の心身の状況、その置かれている環境
等に応じて、利用者の選択に基づき、
適切な保健医療サービス及び福祉サー
ビスが、多様な事業者から、総合的か
つ効率的に提供されるよう配慮して行
うものとする。

３　事業の提供に当たっては、利用者
の意思及び人格を尊重し、常に利用者
の立場に立って、利用者に提供される
指定居宅サービス等が特定の種類又は
特定の居宅サービス事業者に不当に偏
することのないよう、公正中立に行う
ものとする。

４　事業の運営に当たっては、関係市
町村、地域包括支援センター、他の居
宅介護支援事業者、介護予防支援事業
者及び介護保険施設等との密接な連携
に努めるものとする。

当事業所は、「利用者とご家族の生活を
第一に考えるケアマネジメント」を基本
姿勢としています。ご本人の意思を尊重
しつつ、ご家族の負担軽減にも配慮した
支援を行います。

特に 重度訪問介護（ALSを含む重度障害
のある方） の支援実績が豊富であり、経
験豊富なケアマネージャーによる安心・
安全なサービス提供を行っています。医
療機関や訪問看護との密接な連携体制を
構築しており、医療依存度の高い方の在
宅生活を継続できるようサポートしてい
ます。医療法人三沢医院には、併設して
設置されています。

また、地域包括支援センター、居宅サー
ビス事業者、地域ボランティアとの協働
を大切にし、地域に根ざした支援を実践
しています。

今後も「安心して暮らせる地域づくり」
に貢献しながら、迅速かつ柔軟に対応で
きるケアマネ事業所を目指します。

介護支援専
門員数：
常勤換算で
１人

別紙運営
規程参照

令和７年度介護予防支援事業及び第１号介護予防支援事業委託先事業所の選定（追加）（案）

【補足資料】
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№ 指定居宅介護支援事業所名 〒　 住　　　所 電話番号 開設日
ケアマネ数
（常勤換算）

指定介護
予防支援

事業

第１号介護
予防支援

事業

1 ＪＡあづみ指定居宅介護支援事業所 399-8205 安曇野市豊科南穂高2728番地1 87-0380 H17.3.1 2.6 ○ ○

2 居宅介護支援事業所アイ・ユーほたか 399-8303 安曇野市穂高4563番地7 84-0202 H11.7.30 3.75 ○ ○

3 居宅介護支援事業所あず 399-8304 安曇野市穂高柏原1542-6 87-5272 H24.5.1 2 ○ ○

4 居宅介護支援事業所ケアマネあずさ 390-1702 松本市梓川梓1645-1 78-5814 H12.4.1 3 ○ ○

5 居宅介護支援事業所あづみの 399-8302 安曇野市穂高北穂高1716-1 81-1222 H12.3.1 7.7 ○ ○

6 安曇野赤十字病院居宅介護支援事業所 399-8262 安曇野市豊科5685 72-3170 H12.4.1 3 ○ ○

7
北アルプス医療センターあづみ病院居宅
介護支援事業所

399-8695 北安曇郡池田町大字池田3207-1 0261-
61-1688 H12.4.1 4 ○ ○

8 あんずの木居宅介護支援事業所 399-8101 安曇野市三郷明盛1615 2F 50-7781 R6.4.1 2 ○ ○

9 オフィスリビング 399-8203 安曇野市豊科田沢4642-3 74-6312 R2.4.1 2.5 ○ ○

10 かぐや姫居宅介護支援事業所 399-8303 安曇野市穂高6071番地9 88-2803 R3.2.16 2 ○ ○

11 ケアプランセンターcarna五反田 141-0031 東京都品川区西五反田3-10-9 03-5496
-8776 H27.2.1 2 ○ ○

12 ケアサポートきずな 399-8211 安曇野市堀金烏川5119番地 87-8016 H25.6.1 3 ― ○

13 ケアプランわらわ 399-8204 安曇野市豊科高家5809-1 0263-71-2525 R6.3.16 4 ○ ○

14 居宅介護支援事業所こうしゅう松川 399-8501 北安曇郡松川村5650番地54 0261-
61-1828 H16.7.16 3 ○ ○

15 居宅介護支援事業所こうしゅう穂高 399-8303 安曇野市穂高6571番地 87-7018 R3.6.16 2 ○ ○

16 居宅介護支援事業所こだま 399-8211 安曇野市堀金烏川1079-1 88-3550 H18.8.1 3 ○ ○

17 サクラケア松本店 390-1701 松本市梓川倭466-3 78-6311 H30.8.10 4 ― ○

18 ケアプランニングオフィスさらん 399-8205
安曇野市豊科4021-9
　ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ吉野1B 72-8806 H23.4.1 1 ○ ○

19 居宅介護支援事業所サルビア 390-1701 松本市梓川倭3234番地15 88-3026 H23.6.1 4.3 ○ ○

20 サンクス居宅介護支援事業所 399-8301 安曇野市穂高有明9990-1 88-6855 H19.1.1 4 ○ ○

21 塩原薬局 390-1401 松本市波田5445-4 92-2155 H16.4.1 1.5 ○ ○

22 ケアプランすみれ 399-8303
安曇野市穂高1380
　はうすあづみA棟106号 87-8108 R2.11.1 1 ○ ○

23 居宅介護支援事業所たきべ野 399-8204 安曇野市豊科高家5090番地１ 71-4132 H17.5.1 1 ○ ○

24 ケアプラン　とまり木 399-8301 安曇野市穂高有明1836-2 87-8443 H30.9.1 1 ○ ○

25 居宅介護支援事業所とよしな 399-8205 安曇野市豊科5633-1 71-4624 H12.4.1 1 ○ ○

26 ケアプランなかむら 399-8304 安曇野市穂高柏原1425番地1 87-6588 R1.10.1 1 ○ ○

27 居宅支援センターふれあい 390-0842 松本市征矢野2丁目12番46号 27-1184 H15.4.1 16 ○ ○

28 ほっとひだまり 399-8204 安曇野市豊科高家781番1 73-2086 H26.5.16 2 ○ ○

29 居宅介護支援センターまがりっと 399-8102 安曇野市三郷温2195-1 ｶｰｻ ﾅｶﾞｵ106 88-6990 H16.11.16 3.7 ○ ○

30 暮らし・ケア・IT までな 399-8205 安曇野市豊科2248-1 080-4891-5190 R5.9.1 1 ― ○

31 居宅介護支援事業所わがや 390-0852 松本市島立2237-62 48-2335 H21.4.1 2 ○ ○

32 松本協立居宅介護支援センター 390-0817 松本市巾上９-26 35-6454 H11.7.30 9.78 ○ ○

33 孝明居宅介護支援事業所 399-8302 安曇野市穂高北穂高2531-3 82-1323 H12.5.8 1 ○ ○

34 安曇野市社協居宅介護支援センター 399-8205 安曇野市豊科4160-1 71-5735 H17.10.3 22 ○ ○

35 相談支援センター集 399-8205 安曇野市豊科2210-10 55-6829 H30.4.1 1.5 ○ ○

36 セントラルビオス 390-0874 松本市大手2-9-23 39-5888 H18.8.1 2 ○ ○

37 相澤居宅介護支援事業所あずみの 399-8303 安曇野市穂高787 31-3171 H26.4.1 5 ― ○

38 安曇野南介護相談センター 399-8101 安曇野市三郷明盛1491 77-6776 H12.4.1 4 ○ ○

39 介護サービス百寿しが 399-7402 松本市会田4023-1 64‐1131 H15.7.1 1 ○ ○

40 居宅介護支援事業所風を詠む 399-8201 安曇野市豊科南穂高442-7 71-3277 H21.6.1 1.3 ○ ○

41 居宅介護支援事業所　和 399-8205 安曇野市豊科5179-1 72-2884 H19.7.1 2 ○ ○

42
ふれあい介護サービスセンター居宅介護
支援事業所

380-0813 長野市大字鶴賀緑町1714-5 026-225-0303 H11.7.30 6 ○ ○

43 ケアオフィスウィッシュしおじり 399-0702 塩尻市広丘野村2050-10 0263-50-5161 H23.5.1 1.5 ○ ○

44 居宅介護支援事業所日々輝 390-0848 松本市両島13-33 50-9783 R6.3.16 1 ○ ○

45 松本福祉センター 390-0874 松本市大手4-10-16 88-3090 R3.3.1 4.25 ○ ○

46 穂高病院　居宅ケアプランふるる 399-8303 安曇野市穂高4303-1北棟2階 31-6811 R7.7.1 2 ― ○

47 あんずの木松本居宅介護支援事業所 390-1243 松本市神林2660-10　ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽﾐﾑﾗ203号 88-7900 R7.9.1 2.4 ― ○

48 一之瀬居宅介護支援事業所 390-0852 松本市島立 2100-2 48-6601 R7.3.9 2 ○ ○
No.12、17、31、38、47、48は指定介護予防支援事業所のため、業務委託の必要はありません。

令和７年10月１日現在

参　考

介護保険等運営協議会
令和７年11月６日開催

令和７年度 指定介護予防支援事業・第１号介護予防支援事業 業務委託事業所


